
特 記 仕 様 書 （ 除 草 ）

第 １ 条 （ 安 全 教 育 等 ）

１ ． 本 業 務 の 施 行 に 際 し 、 現 場 に 即 し た 安 全 訓 練 等 に つ い て 、 業 務 着 手 後 、

原 則 と し て 作 業 員 全 員 の 参 加 に よ り 一 月 当 り 半 日 以 上 の 時 間 を 割 当 て 下 記 の

項 目 か ら 実 施 内 容 を 選 択 し 安 全 訓 練 等 を 実 施 す る も の と す る 。

① 安 全 活 動 の ビ デ オ 等 視 覚 資 料 に よ る 安 全 教 育

② 本 工 事 内 容 等 の 周 知 徹 底

③ 土 木 工 事 安 全 施 工 技 術 指 針 等 の 周 知 徹 底

④ 本 工 事 に お け る 災 害 対 策 訓 練

⑤ 本 工 事 現 場 で 予 想 さ れ る 事 故 対 策

⑥ そ の 他 、 安 全 衛 生 教 育 と し て 必 要 な 事 項

２ ． 「 安 全 訓 練 等 実 施 報 告 書 」 に よ り 、 安 全 ・ 衛 生 に 関 す る 研 修 訓 練 等 と わ か

る 写 真 ・ 実 施 日 ・ 参 加 者 （ 現 場 責 任 者 含 む ） 等 必 要 事 項 を 記 入 の う え 提 出 す

る こ と 。

第 ２ 条 （ 工 程 等 ）

１ ． 業 務 内 容 は 、 工 区 内 の 除 草 （ ２ 回 刈 り ） で あ り 、 業 務 実 施 期 間 に つ い て は 、

下 記 の 時 期 を 予 定 し て い る が 、 現 地 確 認 の 上 、 監 督 員 が 指 示 す る こ と と す る 。

第 １ 回 令 和 ２ 年 ７ 月 上 旬

第 ２ 回 令 和 ２ 年 １ ０ 月 下 旬

第 ３ 条 （ 施 工 管 理 等 ）

１ ． 作 業 状 況 写 真 は 、 同 一 箇 所 で 施 工 前 ・ 施 工 状 況 ・ 施 工 後 を 対 比 さ せ て 添 付

す る こ と 。

２ ． 各 回 除 草 完 了 時 に は 、 監 督 員 の 検 査 立 会 を 受 け る こ と 。

３ ． 草 木 類 の 運 搬 時 に お い て は 、 シ ー ト 被 覆 等 の 処 置 を 施 し 、 草 木 類 の 飛 散 防

止 を 徹 底 さ せ る こ と 。

４ ． 各 回 除 草 完 了 時 に は 、 監 督 員 の 検 査 立 会 を 受 け る こ と 。

第 ４ 条 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 処 分 ）

１ ． 廃 棄 物 の 処 理 が 発 生 し た 場 合 に は 監 督 員 と 協 議 し 承 諾 を え る こ と 。 ま た 、

請 負 者 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 処 分 に あ た っ て 、 「 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関

す る 法 律 」 を 遵 守 し 、 請 負 者 の 責 任 に お い て 、 適 正 に 処 理 及 び 処 分 を 行 う も

の と す る 。

第 ５ 条 （ 草 刈 り 機 に よ る 事 故 防 止 対 策 ）

除 草 作 業 に つ い て は 下 記 の 項 目 に 留 意 し 作 業 す る こ と 。

１ ． 事 前 に 現 地 調 査 を 実 施 し 既 存 構 造 物 の 位 置 確 認 、 作 業 上 で 支 障 と な る 物 件

の 撤 去 や 位 置 確 認 （ 目 印 の 設 置 ） を 実 施 す る 。

２ ． 作 業 箇 所 の 移 動 も 考 慮 に 入 れ て 、 作 業 箇 所 の 区 分 割 り を 計 画 す る 。

３ ． 作 業 箇 所 周 辺 の 駐 車 車 両 は 、 事 前 に 作 業 時 間 中 は 移 動 し て も ら う よ う に 依

頼 す る 。

４ ． 飛 散 防 止 が 必 要 な 箇 所 で は 、 現 場 状 況 に 合 わ せ 以 下 の い ず れ か の 飛 散 防 止

対 策 を 実 施 す る 。

① 飛 散 の 少 な い バ リ カ ン 式 又 は 低 速 回 転 二 枚 刃 式 の 草 刈 機 を 使 用

② ベ ニ ヤ 板 、 飛 散 防 止 用 ネ ッ ト 等 の 防 護 材 を 使 用

・ 草 刈 機 の 刃 先 と 防 護 材 と の 間 隔 を 詰 め 、 防 護 材 を 草 刈 機 に 追 随 さ せ る 。

・ 歩 道 の 縁 石 際 な ど 、 草 刈 機 の 刃 先 と 防 護 材 と の 間 隔 が 詰 め ら れ な い 箇 所

は 、 幅 の 広 い 防 護 材 を 使 用 す る 。

５ ． 作 業 指 揮 者 や 監 視 員 を 配 置 し て 、 作 業 全 体 の 指 揮 ・ 監 視 を 行 う 。



６ ． 作 業 員 は ヘ ル メ ッ ト 、 防 護 メ ガ ネ 、 手 袋 、 安 全 ベ ス ト 等 を 着 用 し 、 安 全 な

施 工 を 行 う 。

第 ６ 条 （ 除 草 ・ 伐 採 木 の 搬 出 等 ）

１ ． 草 木 類 の 運 搬 に つ い て は 、 元 請 が 行 う 場 合 は 業 許 可 が 不 要 で あ る が 、 下 請

（ 再 委 託 ） す る 場 合 は 下 請 業 者 に 業 許 可 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律

第 ７ 条 第 １ 項 一 般 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 業 の 許 可 ） が 必 要 で あ る の で 、 運 搬 業 下

請 時 に は 監 督 員 と 協 議 し 承 諾 を 得 る こ と 。

２ ． 草 木 類 の 搬 出 先 に つ い て は 、 次 の 場 所 （ 廃 掃 法 第 ７ 条 第 ４ 項 一 般 廃 棄 物

の 処 分 業 の 許 可 ） へ の 搬 出 を 見 込 ん で い る 。

受 入 場 所 徳 島 市 一 宮 町 紅 葉 山 ７ ０ － ４

(有 )佐 々 木 エ ン ジ ニ ア (０ ８ ８ )６ ４ ２ － ０ ９ ２ ２

会 社 所 在 地 ： 徳 島 市 国 府 町 観 音 寺 6 0 2番 地 の 1 0

３ ． 一 般 廃 棄 物 許 可 処 分 場 で の 処 分 が 完 了 し た 場 合 に は 、 処 分 場 が 発 行 す る 一

般 廃 棄 物 引 受 書 の 写 し を 監 督 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ ． 草 木 類 の 取 り 扱 い に つ い て は 、 上 記 法 律 等 関 係 法 令 を 遵 守 す る こ と 。

第 ７ 条 （ 現 場 責 任 者 ）

１ ． 受 注 者 は ， 公 共 施 設 維 持 管 理 業 務 （ 除 草 ・ 剪 定 等 ） 委 託 （ 請 負 型 ） 契 約

書 第 ６ 条 第 １ 項 に 基 づ き ， 「 現 場 責 任 者 届 」 を 契 約 後 ７ 日 以 内 （ ７ 日 以 内 に

現 場 作 業 を 開 始 す る 場 合 は ， 作 業 開 始 の 前 日 ま で ） に 監 督 員 へ 提 出 し ， 確 認

を 受 け な け れ ば な ら な い 。

な お ， こ の 「 現 場 責 任 者 届 」 の 提 出 後 ， そ の 内 容 を 変 更 し よ う と す る 場 合 は ，

監 督 員 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 ま た ， 監 督 員 と の 協 議 に よ り 変 更 が 認 め

ら れ た と き は ， 変 更 日 か ら ７ 日 以 内 に 監 督 員 に 変 更 し た 「 現 場 責 任 者 届 」 を

提 出 し ， 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ ． 受 注 者 は ， 前 項 の 「 現 場 責 任 者 届 」 に 次 の も の を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 1 ) 現 場 責 任 者 と 受 注 者 と の 直 接 的 な 雇 用 関 係 が 確 認 で き る も の （ 健 康 保

険 証 の 写 し 等 ）

＜ 直 接 的 な 雇 用 関 係 ＞

現 場 責 任 者 と 所 属 建 設 業 者 と の 間 に 雇 用 に 関 す る 一 定 の 権 利 義 務 関 係 が 存 在

す る こ と で あ り ， 在 籍 出 向 者 や 派 遣 社 員 は 含 ま な い 。

(２ )資 格 が ， 建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号 ハ 及 び 第 １ ５ 条 第 ２ 号 イ ， ハ に 該 当 す る

も の は 技 術 者 取 得 資 格 証 明 書 の 写 し を ， 建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号 イ ， ハ 及 び 第

１ ５ 条 第 ２ 号 ロ に 該 当 す る も の は 実 務 経 験 証 明 書 を 添 付 す る こ と 。



様式第５号

令和 年 月 日

殿

受注者 住所

氏名 印

現場責任者届

業務名

上記業務の現場責任者を次の者に定めましたので、お届けします。

氏 名（生年月日） （ ． ． 生）

現場責任者の

取 得 資 格 等 顔写真を貼付

（取得資格があれば）

※１ 現場責任者と請負者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付する
こと。
＜直接的な雇用関係＞現場責任者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務関係が

存在することであり、在籍出向者や派遣社員は含めない。

※２ 取得資格等がある場合は、以下の(1)､(2)について記入及び添付をすること。
(1) 取得資格等の欄には、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ及び第１５条第２号イ、ロ、ハのうち該

当するものを記入すること。
(2) 資格が、建設業法第７条第２号ハ及び第１５条第２号イ、ハに該当するものは技術者取得資格証

明書の写しを、建設業法第７条２号イ、ロ及び第１５条第２号ロに該当するものは実務経験証明
書を添付すること。


